
教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案

「令和元年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）」に対する意見）

総務課

１ 概 要

令和元年第５回沖縄県議会に知事が提出を予定している議案「令和元年度沖縄県一般会計

補正予算（第２号）」に係る「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第29条の規定に

基づく 意見聴取に対する回答について、教育委員会会議を開催する時間的余裕がなかった

ことから、令和元年９月10日に「沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等

に関する規則」第７条第１項に基づき、教育長による臨時代理により回答した。

２ 教育委員会所管の補正予算の概要

９月補正額 △165,948千円（詳細は別添のとおり）

※令和元年度教育委員会所管予算額 169,130,258千円

９月補正後の改予算額 168,964,310千円

３ 臨時代理した意見の内容

議案「令和元年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）」の教育委員会所管の予算について

は、所要額が措置されており、異議がない旨を回答した。

令和元年第13回教育委員会会議 報告事項（１）



１　歳入歳出予算補正

（１）歳出 （単位：千円）

国庫 県債 特財 一財

1 △ 165,948 △ 149,350 0 0 △ 16,598

（２）歳入

No 補正額

1 △ 149,350

２　債務負担行為補正

（変更）

期間 限度額 期間 限度額

1 令和２年度 284,162 令和２年度 435,127

３　繰越明許費補正

No 補正額

1 406,685

2 138,362

令和元年度９月補正予算（教育委員会所管予算分）

No 事業名・所管課 補正額
財源内訳

事業概要・補正理由

学校建設費（高等
学校）

　歳出補正（№1）に伴う補正

学校施設整備補助
事業費（騒音対
策）
【施設課】

〔事業概要〕老朽化した県立
学校の空調設備の更新工事の
実施（前原高校・美里工業高
校）

〔補正理由〕単年度事業の予
定であったが、国との調整に
より２箇年事業となったもの

歳入科目（目） 備　考

教育費国庫補助金
（節）学校建設費
　歳出補正（№1）に伴う補正

事業 備　考

学校施設整備補助事
業費（公共投資交付
金）

〔事業概要〕首里高校普通教室棟の危険改築工事

〔繰越理由〕当該事業は平成30年度から31年度までの２箇年の工期で
あったが、文化財に係る調整に時間を要したため、平成31年３月に建築
工事入札を行った。しかし、不落となったため、平成31年度予算におい
てあらためて事業執行することとしたが、適正な工期を確保するため繰
越明許費が必要となったものである。

学校施設整備補助事
業費（交付金・超過
負担）

No 事項
補正前 補正後

備考

資料


